
青森県ハイリスク妊産婦アクセス支援事業実施要綱 

   

 

（目的） 

第１ この事業は、出産年齢の高齢化等により妊娠・出産のリスクが高まる中で、青森

県内に設置する総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センター（以下

「周産期母子医療センター」という。）から遠距離にある、ＮＩＣＵ（新生児特定集中

治療室）又はＧＣＵ（新生児治療回復室）に入院している新生児をもつ産婦の、その

新生児への面会に係る交通費等の負担軽減を図ることにより、妊産婦の不安解消に寄

与することを目的とする。 

 

（実施主体） 

第２ この事業の実施主体は、市町村とする。 

 

（県の助成） 

第３ 県は、市町村が第４に定める事業を行う場合に、当該市町村に対し、別に定める

ところにより補助金を交付するものとする。 

 

（事業内容及び実施方法） 

第４ 市町村は、周産期母子医療センターから遠距離にあるＮＩＣＵ（新生児特定集中

治療室）又はＧＣＵ（新生児治療回復室）に入院している新生児をもつ産婦の、その

新生児への面会に係る経費を助成する。 

２ この要綱において「助成対象者」とは、周産期母子医療センターのＮＩＣＵ（新生

児特定集中治療室）又はＧＣＵ（新生児治療回復室）に入院している新生児をもつ産

婦であって、事業実施市町村に在住しており同市町村に住民票がある者とする。 

３ この要綱において「助成対象経費」は、前項に該当する者が周産期母子医療センタ

ーのＮＩＣＵ（新生児特定集中治療室）又はＧＣＵ（新生児治療回復室）に入院する

新生児に面会するために負担した交通費及び宿泊費とする。なお、交通費の算定方法

については、別表のとおりとする。 

４ この要綱において「助成対象期間」は、新生児が入院した日から児が退院した日又

は出産後２ヵ月を経過した日のいずれか早い日までとする。 

５ 助成金の申請は、助成対象者が、住民票のある市町村に対し行う。 

助成対象期間初日と助成対象期間満了日が同一年度である場合は、当該対象期間に

おける経費について、必要書類を揃えて同年度末までに申請する。また、助成対象期

間満了日が助成対象期間初日に属する年度の翌年度となる場合は、助成対象期間初日

から同一年度の３月３１日までの経費について必要書類を揃えて同年度末までに申請

するとともに、助成対象期間が満了した際は、その年の４月１日から助成対象期間満



了日までの経費について必要書類を揃えて助成対象期間満了日の属する年度末までに

申請する。 

６ 市町村が事業を行うに当たっては、次に定める様式を用いるものとする。 

（１）ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金申請書（第１号様式） 

（２）青森県周産期母子医療センターＮＩＣＵ・ＧＣＵ面会状況報告書（第２号様式） 

 

（周産期母子医療センターの役割） 

第５ 周産期母子医療センターは、第４に規定する市町村の事業の実施に協力するもの

とし、助成対象者から、第４第６項第２号に掲げる書面について記載の求めがあった

場合には、当該助成対象者の受診等の実態に即してこれらの様式の記入をする。 

 

（その他） 

第６ この要綱に定めるほか、本事業の推進に当たって必要な事項は、市町村、周産期

母子医療センター及び県が協議のうえ別に定める。 

 

 

附  則 

  この実施要綱は、令和７年３月３１日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

  



別表（第４関係） 

移動手段 交通費の積算方法 

公共交通機関 

 

助成対象者が自宅又は宿泊施設（以下「自宅等」という。）から周

産期母子医療センターへ移動するに当たって通常利用すると判断で

きる経路を利用した際の料金（往復利用可）。 

（バス又は鉄道の利用に当たり、通常利用される停留所間又は駅間

の一般的な料金） 

 

タクシー 

 

助成対象者が自宅等から周産期母子医療センターへ移動した際の乗

車運賃（往復利用可）。なお、有料道路及び駐車場を利用した際は

その料金も加算する。 

 

自家用車 

 

助成対象者が自宅等から周産期母子医療センターまで移動するに当

たって通常利用すると判断できる経路を利用した際の走行距離（１

ｋｍ未満端数切り捨て）に２５円を乗じた額（往復利用可）。 

なお、有料道路及び駐車場を利用した際はその料金も加算するもの

とする。自家用車の運転は本人、家族等の別を問わない。 

 

※ 有料道路利用時は申請時に領収書を市町村に提出すること。なお、タクシー利用時の

領収書には発着地を記載する。 

※ 市町村は、助成対象者から提出された領収書の日付及び金額を確認し、写しを保管す

ること。 

 ※ 市町村の実施要綱で移動回数に応じて定額の交通費を助成している場合には、その額

を助成対象経費とすることができる。 


